
（様式５）

令和　　　年　　　月　　　日

多久市商工会 御中

㊞

このたび、下記の理由により商工会を脱退いたします。

□ 　令和　　　年　　　月　　　日

※下記の（1）～（3）に該当する場合はご記入ください

(1) 　令和　　　年　　　月　　　日

(2) 　令和　　　年　　　月　　　日

(3) 　令和　　　年　　　月　　　日

【任意脱退の場合】

定款第１５条

会員は６０日前までに予告し、事業年度の終わりにおいて本商工会を脱退することができる。

会員分類

□ SHIFT登録

□ 青年部又は女性部

□ 下部組織（　　　　　）

□ 労働保険

※その他チェックは、当脱退届の回覧時に該当する担当者がチェックし、脱退等の手続きを行って下さい。

本 会 脱 退 日 ：

商連連絡

□ 定款

所属部会承認日

連絡日

□ 商業

□ 建設

□ 工業

小規模
共済

有
・
無

その他チェック

受付者印

（　　　）

□ 直轄

□ 商連

脱　　退　　届

事業所住所

事 業 所 名

代 表 者 名

□ 特別

普通

小規模システム
事業所コード

商
工
会
記
入
欄

入力者印 入力日 入力者印

受付日

入力日 入力者印

2808

小規模システム

会員福
祉共済

有
・
無

税務台帳

記

廃 業 の 日 ：

死亡・解散の日：

地区外転出の日：

会員台帳（会費）

入力日

会員種別

□

【法定脱退・任意脱退】

資格喪失 メリットを感じない

廃業・解散（死亡） サービスの低下
廃業・解散（倒産） 利用機会がない
除名 会費が高い
転出 売上減少・経費削減

任意（転出外） 事業縮小
その他 高齢のため

健康上の理由
会員区分変更
その他

脱退理由 脱退詳細

【法定脱退】

死亡 倒産
倒産 経営難
高齢化 売上減少
その他 事業縮小

高齢のため
健康上の理由
本人死亡
後継者問題
法人成
地区外転出
その他

廃業理由 廃業詳細

※廃業の場合はこちらもご記入ください


